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　最終予算額　 （Ａ)

　決　算　額 （Ｂ)

Ｂ(H24はＡ）のうち一般財源

 従事する職員数
人件費単価
 概算人件費 （Ｃ）

　概算事業費　（Ｂ(H24はA)＋Ｃ）

人

27,334 21,465 14,259
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県内で勤務する医師の確保
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⑥
総
合
分
析
等

総合分析
(今後の課題、
取組方針等)

引き続き県内の医療機関の医師不足に対応するため、修学資金等の貸与により中長期的な医師の確保に努める
必要がある。
また、貸与者に対しては長野県の医療についての理解を深め県内で従事する動機付けを行うとともに、医師として
キャリア形成を支援することが必要であり、信州医師確保総合支援センターの専任医師が相談等に対応するととも
に研修会等を開催することとした。

特記事項
修学資金の貸与は、信州大学医学部及び東京医科歯科大学医学部定員増の条件となっている。
平成24年度は信州大学の優先枠を拡充した。

■　横ばい

■　当面余地なし

□　減少

⑤
事
業
の
課
題

県の関与を見直す
余地

□　余地あり

④
事
業
の
成
果

事業の目標(H23) 事業成果・評価

□　余地なし
依然として県内の医療機関における医師不足が続く中で、中長
期的に医師を確保し、県内の医師不足病院への配置を行う必要
がある。

b
期待どおり

事業ニーズの変化 判
定
の
説
明事業改善（有効性・

効率性）の余地
□　余地あり□　余地なし ■　当面余地なし

□　増加

評価区分

区　分 判　定　・　説　明

信州大学医学部の定員増の条件とされた貸与者を含む24人に、新たに修
学資金を貸与した。また、産科及び小児科医になることを目指す研修医を
対象とした研修プログラムの研修医1名に新たに研修資金を貸与した。
以上により、将来県内の医療機関に勤務する医師の確保につなげることが
できた。

新たに25名に貸与し、貸与者総数を増やすことによ
り、将来県内の医療機関に勤務する医師を確保す
る。

医学生修学資金等貸与者総数（活） 人 73 91

24年度（見込）

修学資金貸与者等との面談を実施し、将来県内で就業す
るよう動機付けを行った。

（効率指標　算出式）
概算事業費/義務年限履行者数

義務年限履行者数（成）

③
事
業
実
績

成果指標・活動指標内容 単位 22年度

236,116 270,916

千円 14,139 16,516 16,516

2.00 2.00

23年度事業費の主な内訳

千円 225,600 254,400 貸付金：219,600千円（医学生、臨床研修医）
（※一部地域医療再生基金事業）

千円 177,200 219,600 ―

千円

②
事
業
コ
ス
ト

区　　分 単位 22年度

　概　算
　人件費

人 1.70

千円 191,339

23年度 24年度（当初）

165,200 208,800

180,000

190,800

①
　
事
 
業
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要
 
等

目　的
(必要性)

医学生等を対象とした修学資金等を貸与し、長野県内で医療に従事することを条件に貸付金の返済を免除することにより、
将来県内の公立・公的医療機関等で勤務する医師の確保を図る。

対　象 将来県内の医療機関で勤務する意思のある医学生及び臨床研修医

目指すべき姿
全国的な医師不足の中で、修学資金等の貸与を受けた医学生等が将来県内医療機関に勤務することにより医師不足の解消
を図る。

事業内容

・医学生修学資金貸与事業：医学生に対して修学資金を貸与し、一定期間（貸与期間の1.5倍）県が指定する県内の医療機
関に勤務した場合に返還を免除
・臨床研修医研修資金貸与事業：産科・小児科等の特別プログラムを選択する臨床研修医に対して研修資金を貸与し、一定
期間（貸与期間の2倍）県が指定する県内の医療機関に勤務した場合に返還を免除

長野県医学生修学資金貸与規程、長野県臨床研修医研修資金貸与規程

実施方法
国庫･
県単

県が直接実施（医学生、臨床研修医への修学資金等の貸与）

実施期間 Ｈ１８ 根拠法令等

国庫補助事業・
県単独事業

平成24年度事務事業評価シート （23年度実施事業分）

事業番号 中期総合計画主要施策番号 3-02 部・課
健康福祉部医療推進課
医師確保対策室

事　業　名 医学生修学資金等貸与事業

04 04 04


